
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（廃棄物処理法）抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃棄物の区分 

物

廃棄物

有価物

一般廃棄物

産業廃棄物

事業系

生活系

（目的） 

第１条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、

運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環

境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、

廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又

は液状のもの（放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。）をいう。 

 

 

第２条  

２ この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。 

第２条  

４ この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。 

一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカ

リ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 

 

資料１ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一般廃棄物処理計画） 

第６条 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画（以下「一

般廃棄物処理計画」という。）を定めなければならない。 

第６条  

２ 一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域

内の一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 

 一 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み 

二 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項 

三 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分 

四 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項 

五 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項 

（事業者及び地方公共団体の処理）「あわせ産廃」 

第 11 条  

２ 市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産

業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理を

その事務として行なうことができる。 


